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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　普通図柄始動口と、
　該普通図柄始動口への遊技球の入球に起因して普通図柄数値データを抽出する普通図柄
数値データ抽出手段と、
　前記普通図柄数値データに基づいて普通図柄の当否を判定する普通図柄当否判定手段と
、
　開閉作動可能に設けられ、前記普通図柄の当否判定の結果が当選時に所定の開放態様で
開放する普通電動役物と、
　該普通電動役物が開放することにより遊技球の入球が可能となる特別図柄始動口と、
　該特別図柄始動口への遊技球の入球に起因して特別図柄数値データを抽出する特別図柄
数値データ抽出手段と、
　前記特別図柄数値データに基づいて特別図柄の当否を判定する特別図柄当否判定手段と
、
　前記特別図柄の当否判定の結果が当選時に、前記特別図柄の大当り図柄を決定する大当
り図柄決定手段と、
　前記特別図柄の当否判定の結果が当選時に、大入賞口を所定の開放態様で開放せしめて
前記特別図柄の大当り遊技を実行する大当り遊技制御手段と、
　前記大当り遊技の終了後に、前記大当り図柄に応じて、少なくとも前記普通図柄の当選
確率を高確率とする普通図柄確率変動機能及び前記普通電動役物の開放時間を延長する開
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放延長機能が作動する開放延長遊技の設定手段と、
　連続して作動する前記開放延長機能の作動回数をカウントし、カウント数が予め設定さ
れた回数に至ると前記開放延長遊技を制限する制限手段と、を具備する弾球遊技機におい
て、
　前記特別図柄の当否判定に伴う図柄変動時及び図柄確定表示中には前記特別図柄始動口
への入球があっても前記特別図柄数値データを前記特別図柄の当否判定の対象としない構
成で、
　前記大当り遊技制御手段は、実行可能な大当り遊技態様として、少なくとも前記普通電
動役物の開放時間から当該大当り遊技の起因となる前記特別図柄の当否判定に伴う前記特
別図柄の変動時間及び図柄確定表示時間を減算した時間よりも短くなるように設定された
短時間大当りを備え、
　前記大当り図柄決定手段は、決定可能な大当り図柄として、少なくとも前記短時間大当
りが設定され且つ大当り遊技終了後に前記開放延長遊技が設定されない短時間大当り図柄
と、前記短時間大当りが設定され且つ大当り遊技終了後に前記開放延長遊技が設定される
短時間開放延長大当り図柄からなる大当り図柄を備えることを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は弾球遊技機、特に普通図柄の当否抽選から特別図柄の当否抽選へ遊技を展開す
る弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機たるパチンコ機には、普通図柄の始動口への遊技球の入球に起因して
普通図柄の当否判定を行い、該判定結果が当りであれば、普通電動役物を開放し、これに
より特別図柄の始動口への入球が可能となる。この状態で遊技球が特別図柄の始動口へ入
球すると演出図柄表示装置の図柄が変動開始するとともに特別図柄の当否判定を行い、該
判定結果を前記演出図柄表示装置に図柄を変動し、その後に確定表示して報知し、当否判
定の結果が当りであれば大入賞口を開放する特別図柄の当り遊技を実行するものがある（
例えば特許文献１参照）。
　この種のパチンコ機は、前記特別図柄の当否判定時に確定された特別図柄の当り図柄に
基づいて、前記特別図柄の当選確率を高確率に確変する機能、普通図柄の当選確率を高確
率に確変する機能や、普通図柄の当り抽選による前記普通電動役物の開放時間を延長する
機能を有する。
　更に特許文献２には、前記特別図柄の当り遊技と前記特別図柄の高確率への確変との繰
り返し回数を制限するリミッタを内蔵した構成が記載されている。
【０００３】
　ところで前記の特別図柄の当否判定時に演出図柄表示装置の図柄変動を行なう構成では
、図柄の変動頻度が低く、図柄変動が生起しないと遊技の面白みが低下する。そこで図柄
の変動頻度を向上するため、前記普通図柄の当否判定に応じて演出図柄表示装置の図柄変
動を行なう構成としたパチンコ機がある。
　この種のパチンコ機では、普通図柄の始動口への入球に起因して演出図柄表示装置の図
柄変動を開始するとともに普通図柄の当否判定を行い、判定結果が当りであれば、普通図
柄に対応する演出図柄にて当りを報知するとともに普通電動役物を開放作動し、特別図柄
の始動口に遊技球が入球することにより特別図柄の当否判定を展開する。
【０００４】
　前記普通図柄の始動口への入球に起因して演出図柄表示装置の図柄変動を開始するパチ
ンコ機では、普通図柄の当選による図柄表示と特別図柄の当否判定との関連性を高めるた
めに、特別図柄の当選確率が極めて高く、普通図柄が当選であれば特別図柄も当選となっ
て特別図柄の当り遊技に移行する。特別図柄の当り遊技は大入賞口を２ラウンド開放する
構成で、かつ特別図柄の当り遊技終了後は普通図柄が高確率に確変するとともに前記開放
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延長機能が作動して、すぐに特別図柄の当り遊技が連続して生起可能な構成にしている。
そして特別図柄の当り遊技及び高確率状態が所定の回数繰り返されると、リミッタにより
通常の遊技状態（普通図柄が低確率の状態）に戻る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－８４１９５号公報
【特許文献２】特開平１０－１５１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記普通図柄の当否判定に応じて演出図柄表示装置の図柄変動を行なう従来のパチンコ
機は、一旦、特別図柄の当り遊技が生起すると、リミッタが作動するまで繰り返し特別図
柄の当り遊技が実行され賞球の獲得が可能となる。しかしながら、特別図柄の当り遊技が
連続すると遊技者は特別図柄の当り遊技の生起に慣れてしまい、獲得する賞球数がほぼ一
定であるため、遊技者の緊張感が低下する。更にリミッタが作動して連続する特別図柄の
当り遊技が途切れると、当選確率が低確率に戻るため次回の特別図柄の当り遊技に対する
遊技者の期待感も低下する。
　そこで本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、遊技者の緊張感や期待感を向上
させることができ、興趣溢れる弾球遊技機を実現することを課題としてなされたものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、
　普通図柄始動口と、
　該普通図柄始動口への遊技球の入球に起因して普通図柄数値データを抽出する普通図柄
数値データ抽出手段と、
　前記普通図柄数値データに基づいて普通図柄の当否を判定する普通図柄当否判定手段と
、
　開閉作動可能に設けられ、前記普通図柄の当否判定の結果が当選時に所定の開放態様で
開放する普通電動役物と、
　該普通電動役物が開放することにより遊技球の入球が可能となる特別図柄始動口と、
　該特別図柄始動口への遊技球の入球に起因して特別図柄数値データを抽出する特別図柄
数値データ抽出手段と、
　前記特別図柄数値データに基づいて特別図柄の当否を判定する特別図柄当否判定手段と
、
　前記特別図柄の当否判定の結果が当選時に、前記特別図柄の大当り図柄を決定する大当
り図柄決定手段と、
　前記特別図柄の当否判定の結果が当選時に、大入賞口を所定の開放態様で開放せしめて
前記特別図柄の大当り遊技を実行する大当り遊技制御手段と、
　前記大当り遊技の終了後に、前記大当り図柄に応じて、少なくとも前記普通図柄の当選
確率を高確率とする普通図柄確率変動機能及び前記普通電動役物の開放時間を延長する開
放延長機能が作動する開放延長遊技の設定手段と、
　連続して作動する前記開放延長機能の作動回数をカウントし、カウント数が予め設定さ
れた回数に至ると前記開放延長遊技を制限する制限手段と、を具備する弾球遊技機におい
て、
　前記特別図柄の当否判定に伴う図柄変動時及び図柄確定表示中には前記特別図柄始動口
への入球があっても前記特別図柄数値データを前記特別図柄の当否判定の対象としない構
成で、
　前記大当り遊技制御手段は、実行可能な大当り遊技態様として、少なくとも前記普通電
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動役物の開放時間から当該大当り遊技の起因となる前記特別図柄の当否判定に伴う前記特
別図柄の変動時間及び図柄確定表示時間を減算した時間よりも短くなるように設定された
短時間大当りを備え、
　前記大当り図柄決定手段は、決定可能な大当り図柄として、少なくとも前記短時間大当
りが設定され且つ大当り遊技終了後に前記開放延長遊技が設定されない短時間大当り図柄
と、前記短時間大当りが設定され且つ大当り遊技終了後に前記開放延長遊技が設定される
短時間開放延長大当り図柄からなる大当り図柄を備えることを特徴とする。
　尚、前記制限手段は、作動時に開放延長機能を作動させることとなる短時間開放延長大
当り図柄で当選しても開放延長機能を作動させない。また制限手段は、開放延長機能の作
動を制限することで、実質的に大当りの連続を制限するものである。
　特別図柄数値データ抽出手段は特別図柄の変動時及び確定表示中には特別図柄数値デー
タを抽出せず、特別図柄の保留記憶を行わない構成が望ましい。
【０００８】
　この発明によれば、開放延長遊技状態で且つ制限手段の非作動時において、短時間大当
り図柄の大当りが生起すると、当該大当り遊技終了後に開放延長遊技は設定されない。し
かしながら、短時間大当り図柄の大当り遊技の終了後も普通電動役物が開放しており、特
別図柄始動口への入球により新たな特別図柄の当否判定が可能である。新たな当否判定に
より短時間開放延長大当り図柄の大当りが生起すると、当該大当り遊技終了後に開放延長
遊技が実施され、連続して大当りを獲得できる。この場合、制限手段のカウントは初期値
となるので、あたかも連続可能な大当りの残り回数が増加するような上乗せチャンスが得
られる。例えば制限手段による開放延長遊技の制限回数が２０回であり、開放延長遊技中
で大当りが１５回連続しているとき（制限まで残り５回）、短時間大当り図柄の大当りに
続き長時間開放延長大当り図柄の大当りが生起して制限手段のカウントが初期値に戻ると
、遊技者にとって、大当りの連続可能な残り回数が５回から２０回に変わることで１５回
分の上乗せがなされた感覚となり、これにより遊技者の緊張感や期待感を向上させること
ができる。
【０００９】
　更に、制限手段の作動中において、短時間開放延長大当り図柄の大当りが生起しても、
当該大当り遊技終了後には開放延長遊技は設定されない。しかしながら短時間開放延長大
当り図柄の大当り遊技の終了後も普通電動役物が開放しており、特別図柄始動口への入球
により新たな特別図柄の当否判定が可能である。新たな当否判定により短時間開放延長大
当り図柄の大当りが生起すると、当該大当り遊技終了後に開放延長遊技状態が継続され、
大当りを獲得できる。この場合、制限手段のカウントは初期値となるので、大当りが連続
可能な遊技状態を引き戻す引き戻しチャンスが得られる。例えば制限手段による開放延長
遊技の制限回数が２０回であり、制限手段の作動中に短時間開放延長大当り図柄の大当り
が生起して制限手段のカウントが初期値に戻ると、遊技者にとって、大当りの連続可能な
遊技に引き戻した感覚となり、これにより遊技者の緊張感や期待感を向上させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した弾球遊技機の正面図である。
【図２】前記弾球遊技機の遊技盤の正面図である。
【図３】前記遊技盤の普通図柄作動ゲート、特別図柄始動口及び大入賞口に関する説明図
である。
【図４】前記弾球遊技機の背面図である。
【図５】前記弾球遊技機の電気構成図である。
【図６】前記弾球遊技機の遊技仕様を示す説明図である。
【図７】前記弾球遊技機の主制御装置で実行されるメインルーチンの制御内容を示すフロ
ーチャートである。
【図８】前記主制御装置で実行される普図始動入賞確認処理の制御内容を示すフローチャ
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ートである。
【図９】前記主制御装置で実行される普図当否判定処理の制御内容を示す第１のフローチ
ャートである。
【図１０】前記普図当否判定処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図１１】前記普図当否判定処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図１２】前記普図当否判定処理の制御内容を示す第４のフローチャートである。
【図１３】前記主制御装置で実行される普図遊技処理の制御内容を示す第１のフローチャ
ートである。
【図１４】前記普図遊技処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図１５】前記普図遊技処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図１６】前記主制御装置で実行される特図当否判定処理の制御内容を示す第１のフロー
チャートである。
【図１７】前記特図当否判定処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図１８】前記特図当否判定処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図１９】前記特図当否判定処理の制御内容を示す第４のフローチャートである。
【図２０】前記特図当否判定処理の制御内容を示す第５のフローチャートである。
【図２１】前記主制御装置で実行される特別遊技処理の制御内容を示す第１のフローチャ
ートである。
【図２２】前記特別遊技処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図２３】前記特別遊技処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図２４】前記特別遊技処理の制御内容を示す第４のフローチャートである。
【図２５】前記弾球遊技機の普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊
技の実施に関する第１のタイムチャートである。
【図２６】前記普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊技の実施に関
する第２のタイムチャートである。
【図２７】前記普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊技の実施に関
する第３のタイムチャートである。
【図２８】前記普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊技の実施に関
する第４のタイムチャートである。
【図２９】前記普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊技の実施に関
する第５のタイムチャートである。
【図３０】前記普通図柄の当り遊技、特別図柄の大当り遊技及び開放延長遊技の実施に関
する第６のタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を適用した弾球遊技機たるパチンコ機１を説明する。図１に示すように、パチン
コ機１は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠１０にて構成の各部を保持する構造としてあ
る。外枠１０には、左側の上下の位置に設けたヒンジ１０１を介して、板ガラス１１０が
嵌め込まれた前枠（ガラス枠）１１及び図略の内枠が開閉可能に設けてある。尚、これら
前枠１１及び前記内枠はシリンダ錠１８により外枠１０に閉鎖ロックされ、シリンダ錠１
８に所定の鍵を挿入し、鍵を時計回りに操作して前記内枠を開放するようになし、反時計
まわりの操作により前枠１１を開放する。
　前枠１１の板ガラス１１０の奥には前記内枠に保持された遊技盤２（図２）が設けてあ
る。
【００１２】
　前枠１１の上部の左右両側位置にはそれぞれスピーカ１１２が設置してあり、これらに
より遊技音が出力され、遊技者の趣向性を向上させる。また前枠１１には遊技状態に応じ
て発光する枠側装飾ランプ１１３のほか、遊技の異常を報知するＬＥＤ類が設けてある。
【００１３】
　前枠１１の下半部には上皿１２と下皿１３とが一体に形成してある。下皿１３の右側に
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は発射ハンドル１４が設けてあり、該発射ハンドル１４を時計回りに操作することにより
発射装置が作動して、上皿１２から供給された遊技球が遊技盤２に向けて発射される。ま
た上皿１２には賞球が払い出される。
　下皿１３は上皿１２から溢れた賞球を受ける構成で、球抜きレバーの操作により下皿１
３に溜まった遊技球を遊技店に備えられた別箱（ドル箱）に移すことができる。
【００１４】
　本パチンコ機１は所謂ＣＲ機であって、プリペイドカードの読み書きを行うプリペイド
カードユニット（ＣＲユニット）６０が隣接してある。パチンコ機１には上皿１２の右側
に貸出ボタン１７１、精算ボタン１７２及び精算表示装置１７３が設けてある。また上皿
１２の中央位置には遊技者が操作可能な遊技ボタン１５と、その外周を囲むようにジョグ
ダイヤル１６が設置されている。
【００１５】
　図２に示すように、遊技盤２には外レール２０１と内レール２０２とによって囲まれた
略円形の遊技領域２０が形成されている。また遊技領域は、そのほぼ中央上方寄りの位置
にセンターケース２００が装着されている。これにより遊技領域２０は、遊技球を所定の
強度で発射したときに遊技球が流下する左打ち領域と、前記所定の強度よりも強く発射し
たときに遊技球が流下する右打ち領域とに分けられる。尚、遊技領域２０には図示しない
多数の遊技釘や風車が植設されている。
　センターケース２００は中央に演出図柄表示装置２１（全体の図示は省略）のＬＣＤパ
ネルが配設されている。尚、センターケース２００には、周知のものと同様にワープ入口
、ワープ樋、ステージなどが設けられている。
【００１６】
　センターケース２００の直下には、常時入球（入賞）可能な普通図柄（以下、普図とい
う）の普図始動口２２Ａが設置されている。普図始動口２２Ａへは、前記左打ち領域から
流下する遊技球が入球しやすい構成である。普図始動口２２Ａは、入球により普図の当否
判定が実行される起因となる入球口である。普図始動口２２Ａへの入球により普図の当り
決定用乱数、普図の当り図柄決定乱数、普図の変動パターン決定用乱数などの複数種類の
乱数が抽出され、保留記憶される。保留記憶は４つまで記憶される。これら保留記憶に基
づいて普図の当否判定が実行される。
　尚、普図始動口２２Ａへは、左打ち領域から流下する遊技球のみが入球する構成でも良
い。
　また左打ち領域の下部には３つの普通入賞口２７が配置されている。
【００１７】
　図２及び図３に前記右打ち領域の詳細を示し、右打ち領域は、透明な流下路２０３に沿
って遊技球が流下するように構成されている。流下路２０３に沿って流下する遊技球は先
ず、緩やかな傾斜姿勢で遊技盤に対して斜め横方向へ遊技球を案内する通路上部と通路下
部及びこれらをほぼ垂直に繋ぐ通路中間部とでほぼ逆コ小字形をなす速度調整通路２０４
を通過し、これにより流下速度が一定の速度に落とされる。尚、速度調整通路２０４の中
間部には演出用検出ＳＷ５０９が設置されており、これに入球しこれを通過することで右
打ち領域へ入ったことが検知される。
【００１８】
　速度調整通路２０４の下流には、速度調整通路２０４を通過した遊技球が高い確率で入
球し通過可能な普図の普図作動ゲート２２Ｂが設けられている。普図作動ゲート２２Ｂは
、遊技球が入球して通過することにより普図の当否抽選が実行される起因となるもので、
前記普図始動口２２Ａと同様、通過により普図の当り決定用乱数、普図の当り図柄決定乱
数、普図のリーチ判定用乱数、普図の変動パターン決定用乱数などの複数種類の乱数が抽
出され、保留記憶される。
【００１９】
　普図作動ゲート２２Ｂの左右両側には遊技球をパチンコ機台内へ取り込むアウト球口２
０５，２０５が設けられている。これらは普図作動ゲート２２Ｂ直上流の通路の左右両側
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壁に設けられた開口部と連通され、普図作動ゲート２２Ｂへ入球できなかった遊技球を取
り込むように構成されている。即ち遊技球が普図作動ゲート２２Ｂへ入球し通過する際に
球の流下速度が落ちるため、後続の遊技球が前の球に衝突して横に逸れて前記開口部より
通路外へ飛び出した球を取り込む。これにより普図作動ゲート２２Ｂへ連続して入球する
遊技球はある程度の間隔をおくこととなる。
【００２０】
　普図作動ゲート２２Ｂの下流側には、普図作動ゲート２２Ｂからの遊技球を誘導する誘
導路２０６、普通電動役物（普電役物）２３及び普電役物２３により開閉可能な特別図柄
（以下、特図という）の特図始動口２４が設けられている。普電役物２３及び特図始動口
２４へは普図作動ゲート２２Ｂへ入球しこれを通過した遊技球のみが到達できる構成とさ
れている。
　前記誘導路２０６は遊技球を左斜め下方へ緩やかに誘導する様にほぼ逆Ｌ字状をなす。
また誘導路２０６は、遊技球を左方向へ案内する下辺部の右寄りの底壁の一部が開閉可能
な普電役物２３の平板状の扉部で構成されている。
【００２１】
　普電役物２３は、前記普図の当否抽選の結果が当りであれば、扉部が所定の開放態様、
開放時間で開放される。
　普電役物２３の扉部は、遊技盤の前面に張出して前記底壁の位置部をなす閉鎖位置と、
遊技盤内に後退した開放位置とに進退可能に設けられ、通常、前記閉鎖位置にて普電役物
２３を閉じている。これにより下流側へ遊技球を誘導可能である。
　普電役物２３の直下位置には前記特図始動口２４が設けられ、普電役物２３の開放時に
のみ入球可能とされている。
【００２２】
　特図始動口２４は、入球により特図の当否判定が実行される起因となる入球口である。
特図始動口２４への入球により特図の大当り決定用乱数、大当り図柄決定乱数、特図の変
動パターン決定用乱数などの複数種類の乱数が抽出される。これら乱数に応じて特図の当
否判定が実行される。尚、本実施形態では、通常遊技では、普図の変動時間は長く、普電
役物の開放時間は短時間に設定しているので、通常遊技時に右打ちしても特図始動口２４
での抽選は開始されないように設計されている。そのため、通常遊技時は左打ちにて普図
始動口２２Ａで普図の当りを目指すのがメインとなる。また、通常遊技では遊技盤の右側
の普図作動ゲート２２Ｂを、これに入球があっても無効にすることが望ましい。これは通
常遊技で右打ちをさせないようにして賞球ベースを維持することが望ましい。
【００２３】
　誘導路２０６には、普電役物２３に対応する位置に遊技球の流下速度を減退させる複数
の流下速度減退部２０７が設けられている。流下速度減退部２０７は、誘導路２０６の遊
技盤側の内壁面及びガラス枠側の内壁面よりそれぞれ通路内へ断面ほぼ半円状に突出する
突条部からなり、各内壁面の縦方向に沿って設けられている。
　前記遊技盤側の内壁面の流下速度減退部２０７は、普電役物２３の扉部の上流側の端末
部に対応する位置及び下流側の端末部に対応する位置それぞれ設けられている。そして前
記ガラス枠側の内壁面の流下速度減退部２０７は前記遊技盤側の２条の流下速度減退部２
０７の中間中央に対応する位置に１条設けられている。
　このように、誘導路２０６には内部へ突出する複数の流下速度減退部２０７を設けたの
で、流下する遊技球は各流下速度減退部２０７に接触して蛇行することとなり、流下速度
が減速される。そして、普電役物２３の扉部の開放により減速した遊技球を普電役物２３
内へ入球させることができる。
【００２４】
　また誘導路２０６には、流下速度減退部２０７が設けられた部位の直上流側の位置に、
誘導路２０６外へ遊技球を送出可能な開放口を設けることが望ましい。これは前記流下速
度減退部２０７により流下速度が落ちて遊技球が滞留した場合、後から多くの遊技球が流
下してきても、これらを遊技盤面上に送り出す役割をなし、普電役物２３の扉部の上で滞
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留している遊技球を押し流したり、球詰まりを起こしたりすることを防止する。
【００２５】
　誘導路２０６の下流位置には下部流路２０８が設けられ、遊技球を前記大入賞口２６へ
誘導する。大入賞口２６は特別電動役物（特電役物）２５の開閉扉の開放作動により遊技
球が入球可能である。大入賞口２６へは普図作動ゲート２２Ｂを入球、通過し、普電役物
２３が非作動で特図始動口２４へ入球しない遊技球のみが到達できる構成とされている。
　大入賞口２６は、特図の当否判定結果が大当りとなり、該大当り遊技において特電役物
２５が作動して所定の時間開放される。尚、特電役物２５は前記開閉扉が通常、大入賞口
２６を塞ぐようにその上部に突出しており、作動時に後退して大入賞口２６を開放する。
また特電役物２５は非作動時において大入賞口２６の下流側へ遊技球を案内するように下
部流路２０８の一部をなす。
　尚、下部流路２０８の特電役物２５に対応する位置には、前記普電役物２３と同様に、
複数の流下速度減退部２０７を設け、遊技球の流下速度を減退し遊技球を滞留させること
が望ましい。
【００２６】
　大入賞口２６の下流には、普通入賞口２７が、遊技領域２０の中央下端部の盤面最下部
には遊技球を取込むアウト口２０９が設けられている（図２）。
　遊技盤２の右下端部には、外レール２０１の外部に、特図表示装置２８、普図表示装置
２９及び普図保留数表示装置２９１が設けられている。
【００２７】
　図４に示すように本パチンコ機１の裏面側は、前記遊技盤２を脱着可能に取付ける内枠
３０が収納されている。内枠３０は、前記前枠１１と同様に、一方の側縁（図４の右側）
の上下位置が前記外枠１０にヒンジ結合され開閉可能に設置されている。内枠３０には、
遊技球流下通路が形成されており、上方（上流）から球タンク３１、タンクレール３２、
払出ユニット３３が設けられ、払出ユニット３３の中には払出機構が設けられている。こ
の構成により、遊技盤２の入賞口に遊技球が入賞すれば球タンク３１からタンクレール３
２を介して所定個数の遊技球（賞球）が払出ユニット３３により払出球流下通路を通り前
記上皿１２に払い出される。また、前記賞球を払い出す払出ユニット３３により前記貸出
ボタン１７１の操作で払い出される貸球も払い出す構成としてある。
【００２８】
　パチンコ機１の裏面側には、主制御装置４０、払出制御装置４１、サブ統合制御装置４
２、演出図柄制御装置４３、発射制御装置４４、電源基板４５が設けられている。
　主制御装置４０、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３は遊技盤２に設けられ
、払出制御装置４１、発射制御装置４４、電源基板４５は内枠３０に設けられている。図
４では発射制御装置４４が描かれていないが、払出制御装置４１の下に設けてある。
【００２９】
　また、球タンク３１の右側には、外部接続端子板３８が設けてあり、外部接続端子板３
８により、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しないホールコンピュータへ送られる。
尚、従来はホールコンピュータへ信号を送信するための外部接続端子板には、盤用（遊技
盤側から出力される信号をホールコンピュータへ出力するための端子）と枠側（外枠１０
、前枠１１、内枠３０から出力される信号をホールコンピュータへ出力するための端子）
の２種類を用いているが、本実施形態では、ひとつの外部接続端子板３８を介して遊技状
態や遊技結果を示す信号をホールコンピュータへ送信する。
【００３０】
　図５は本パチンコ機１の電気的構成を示すもので、遊技の制御を司る主制御装置４０を
中心に、サブ制御装置として払出制御装置４１、サブ統合制御装置４２及び演出図柄制御
装置４３を具備する構成である。主制御装置４０、払い出し制御装置４１、サブ統合制御
装置４２及び演出図柄制御装置４３においては、何れもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポ
ート、出力ポート等を備え、これら制御装置は何れもＣＰＵにより、２ｍｓ周期又は４ｍ
ｓ周期の割り込み信号に起因してＲＯＭに搭載しているメインルーチン及びサブルーチン
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からなるプログラムが開始され、各種の制御が実行される。また、主制御装置４０には各
種の乱数を抽出する乱数カウンタ等も備わっている。
　発射制御装置４４にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等が設けられていない。しかし、これに
限るわけではなく、発射制御装置４４にＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を設けてもよい。
【００３１】
　主制御装置４０は、裏配線中継端子板５３０及び外部接続端子板３８を介して遊技施設
のホールコンピュータ５００と電気的に接続される。また主制御装置４０には、裏配線中
継端子板５３０や遊技盤中継端子板５３１を介して、前枠（ガラス枠）及び内枠が閉鎖し
ているか否か検出するガラス枠開放ＳＷ（スイッチ）５０１、内枠開放ＳＷ５０２、特図
始動口２４への入球を検出する特図始動口ＳＷ５０３、普図始動口２２Ａへの入球を検出
する中央普図作動ＳＷ５０４と普図作動ゲート２２Ｂへの入球を検出する右普図作動ＳＷ
５０５、複数の普通入賞口２７への入球を検出する左入賞口ＳＷ５０６、右入賞口ＳＷ５
０７及び大入賞口２６への入球を検出するカウントＳＷ５０８等の検出信号が入力される
。
【００３２】
　また主制御装置４０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号など
に基づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、払出制御装置４１や、演出中継
端子板５３２を介してサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ向けてのコマンド
の出力や、図柄表示装置中継端子板５３３を介して特図表示装置２８、普図表示装置２９
及び普図保留数表示装置２９１等の表示制御を行なう。
【００３３】
　更に主制御装置４０は、遊技盤中継端子板５３１を介して、大入賞口ソレノイド５１０
、及び普通電役ソレノイド５１１が接続されている。そして大入賞口ソレノイド５１０を
制御して特電役物２５の開閉扉を作動させて大入賞口２６を開放せしめる。更に普通電役
ソレノイド５１１を制御して普電役物２３の開閉作動せしめる。
　主制御装置４０からの出力信号は試験信号端子にも出力される他、図柄変動や特図の大
当り等の管理用の信号が外部接続端子板３８を経てホールコンピュータ５００に送られる
。
　主制御装置４０と払出制御装置４１とは双方向通信が可能である。
【００３４】
　払出制御装置４１は、裏配線中継端子板５３０や払出中継端子板５３４を介して球タン
クが空状態になったことを検出する球切れＳＷ５２０、遊技球が払い出されたことを検出
する払出ＳＷ５２２、遊技球貯留皿が満杯状態になったことを検出する満杯ＳＷ５２３等
の検出信号が入力される。また主制御装置４０から送られてくるコマンドに応じて払出モ
ータ５２１を稼働させて遊技球を払い出させる。また、ＣＲユニット端子板５３５を介し
てＣＲユニット６０と電気的に接続され、貸出要求信号に応じて払出モータ５２１を稼働
させて貸球を払い出させる。精算表示装置１７３を介して貸出ボタン１７１及び精算ボタ
ン１７２による貸出要求、精算要求の操作信号がＣＲユニット６０に入力され、プリペイ
ドカードの残高表示はＣＲユニット６０によって制御される。
【００３５】
　発射制御装置４４は、発射を停止する発射停止ＳＷ５２４、発射ハンドル１４に遊技者
が接触（操作）していることを検出するタッチＳＷ５２５等の検出信号が入力される。払
出制御装置４１を介して主制御装置４０から送られてくるコマンド（タッチＳＷ５２５の
信号や遊技状況を反映している）、発射ハンドル１４の回動信号及び発射停止ＳＷ５２４
の信号に基づいて発射モータ５２６を制御して遊技球を発射及び停止させる。
【００３６】
　サブ統合制御装置４２には、音量調節ＳＷを備え、また遊技ボタン１５やジョグダイヤ
ル１６の操作信号が入力される。
　そしてサブ統合制御装置４２は、スピーカ１１２を駆動して音声を出力することや、各
種ＬＥＤや各種ランプ１１３の点灯、消灯等を制御する。更に演出図柄制御装置４３へキ
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ャラクタなどを表示する演出や特図の擬似演出図柄の表示態様のコマンドを送信する。
【００３７】
　演出図柄制御装置４３は、ＬＣＤパネルユニットや付属ユニットと共に演出図柄表示装
置２１を構成している。演出図柄制御装置４３は、サブ統合制御装置４２から送られてく
るコマンドに応じて演出図柄表示装置２１のＬＣＤパネルの表示を制御する。
【００３８】
　次にパチンコ機１の作動を説明する。
　パチンコ機１は、普図の始動口又は作動ゲート２２Ａ，２２Ｂに遊技球が入球すると、
普図の抽選（当否判定）を実行する。このとき普図表示装置２９および演出図柄表示装置
２１の図柄変動を開始し、その後、普図表示装置２９に普図を、演出図柄表示装置２１に
普図に対応する擬似図柄を確定表示して前記抽選結果を報知する。抽選結果が当りであれ
ば普図の当り遊技として普電役物２３を開放し、特図始動口２４への入球を可能とする。
　この状態で特図始動口２４に遊技球が入球すると特図の抽選（当否判定）を実行し、特
図表示装置２８の図柄変動を開始し、その後、特図表示装置２８に特図を確定表示して前
記抽選結果を報知する。該抽選結果が大当りであれば大入賞口２６を開放する特図の大当
り遊技を実施する。
【００３９】
　本パチンコ機１は、特図の大当り遊技の遊技態様として、少なくとも、特図の変動開始
から大当り遊技終了までの時間が普電役物の開放時間よりも短時間となるように設定され
る短時間大当り（普通電動役物の開放時間から大当り遊技の起因となる特図の当否判定に
伴う特図の変動時間及び図柄確定表示時間を減算した時間よりも短くなるように設定され
た短時間大当り）と、特図の変動開始から大当り遊技終了までの時間が普電役物の開放時
間よりも長時間となるように設定される長時間大当り（普通電動役物の開放時間から大当
り遊技の起因となる特図の当否判定に伴う特図の変動時間及び図柄確定表示時間を減算し
た時間よりも長くなるように設定された長時間大当り）とを備え、当否判定時に決定され
た特図の大当り図柄に応じて短時間又は長時間の大当り遊技態様を決定する。
【００４０】
　大当り遊技終了後には、特図の大当り図柄に応じて、遊技状態が通常の遊技状態とは異
なる特別の遊技状態へ移行可能とされる。この種の遊技状態として、特図の当選確率を高
確率とする特図確率変動（確変）機能を付与する確変遊技状態、及び、普図の変動時間を
短縮するとともに普図確率変動（確変）機能と前記普電役物の開放時間が延長される開放
延長機能を付与する開放延長遊技状態に移行可能である。
【００４１】
　そして、大当り遊技態様及び大当り遊技終了後の遊技状態を決定する特図の大当り図柄
として、少なくとも、前記短時間大当り遊技態様を選択するとともに大当り遊技終了後に
開放延長遊技状態に移行させない第１の大当り図柄（短時間大当り図柄）と、前記長時間
大当り遊技態様を選択するとともに大当り遊技終了後に開放延長遊技状態に移行させる第
２の大当り図柄（長時間開放延長大当り図柄）と、前記短時間大当り遊技態様を選択する
とともに大当り遊技終了後に開放延長遊技状態に移行させる第３の大当り図柄（短時間開
放延長大当り図柄）とを備える。
　本パチンコ機１は、特図の大当り図柄が開放延長図柄であれば、特図の大当り遊技終了
後に前記確変及び開放延長遊技状態に移行する。
　大当り遊技の終了後には、前記開放延長遊技になり易く、特図始動口へ入球し易い状態
となって、特図の大当り遊技を連続して実行させることが可能である。また、特図の大当
り遊技の連続回数はリミッタ（特許請求の範囲の制限手段に相当）により制限される。即
ち、リミッタにより開放延長機能が作動する回数をカウントして、所定の回数に達するこ
とで開放延長機能の作動を規制して特図の大当り遊技への移行を規制する基本構成を有す
る。
【００４２】
　図６は本パチンコ機１の遊技仕様を示し、普図の当選確率は、通常の低確率（開放延長
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機能非作動）時に「４９３３分の２１」とされ、高確率（開放延長機能作動）時では「１
」とされる。
　普図の当り遊技における普電役物２３の開放時間は、開放延長非作動時では「５．７８
秒」とされ、開放延長作動時では「５．８秒」とされ、規定入賞数は「１０個」に設定さ
れている。
　特図の当選確率は、通常の低確率（確変機能非作動）時に「６５５２１分の６５５１９
」とされ、高確率（確変機能作動）時では「６５５２１分の６５５２０」とされる。
【００４３】
　特図の大当り図柄は、前記第１の大当り図柄である「（大当り）図柄Ａ」、前記第２の
大当り図柄である「（大当り）図柄Ｂ」、前記第３の大当り図柄である「（大当り）図柄
Ｃ」の三種類を備える。
　「大当り図柄Ａ」は、決定される割合が４％とされ、これに対応する大当り遊技態様と
して前記短時間大当り遊技態様である「大当りＡ」が設定され、且つ大当り遊技終了後に
開放延長機能は付与されない。
　「大当り図柄Ｂ」は、決定される割合が９２％とされ、対応する大当り遊技態様として
前記長時間大当り遊技態様である「大当りＢ」が設定され、且つ大当り遊技終了後に開放
延長機能が付与される。
　「大当り図柄Ｃ」は、決定される割合が４％とされ、対応する大当り遊技態様として前
記短時間第１の大当り遊技態様である「大当りＣ」が設定され、且つ大当り遊技終了後に
開放延長機能が付与される。
【００４４】
　特図の確変遊技に移行される割合は９６％である。
　開放延長機能を規制するリミッタは、開放延長機能が連続２０回で作動する設定である
。
　「大当りＡ」及び「大当りＣ」の遊技態様は、大入賞口２６（特電役物２５）の所定の
開放動作を１ラウンドとするラウンド遊技を２ラウンド行い、大当り遊技の所要時間は最
長「２．５秒」とされる。
　「大当りＢ」の遊技態様は、ラウンド遊技を２ラウンド行い、大当り遊技の所要時間は
最長「５．５秒」とされる。
　また「大当りＡ、Ｂ、Ｃ」の何れの大当り遊技においてもラウンド遊技の大入賞口６の
開放時間は最長「０．２５秒」とされ、規定入賞数は「１個」である。
　特図の変動時間は「１秒」とされ、特図の確定表示される確定時間は「０．５秒」で、
両者ともに極めて短時間である。
　このように「大当りＡ」及び「大当りＣ」の遊技態様は、特図の変動開始から図柄の確
定表示を経て大当り遊技終了までの時間が最長４秒であり、普電役物２３の開放時間より
も短時間としている。一方、「大当りＢ」の遊技態様は、特図の変動開始から図柄の確定
表示を経て大当り遊技終了までの時間が最長７秒であり、普電役物２３の開放時間よりも
長時間としている。
【００４５】
　以下、主制御装置４０（厳密には、そのＣＰＵ）が実行するプログラム処理に基づいて
作動の詳細を説明する。
　先ず図７を参照して前記プログラム処理の「メインルーチン」の概要を説明する。「メ
インルーチン」は本処理（Ｓ１００～Ｓ１１１，Ｓ１１５）と残余処理（Ｓ１１２）とで
構成され、２ｍｓ又は４ｍｓ周期の割り込み信号に起因して開始され、最初に正常割り込
みか否かを判断する（Ｓ１００）。この判断はＲＡＭの特定アドレスに特定の数値が書き
込まれているか否かに基づいて行われ、ここで否定判断（Ｓ１００：ｎｏ）なら初期設定
（Ｓ１１５）を実行する。前述の正常割り込みか否かを判断するための数値は、この初期
設定の一環としてＲＡＭに書き込まれる。
【００４６】
　前記Ｓ１００の処理において正常割り込みなら（Ｓ１００：ｙｅｓ）、初期乱数更新処
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理（Ｓ１０１）、特図の大当り決定用乱数の更新処理（Ｓ１０２）、特図の大当り図柄決
定用乱数の更新処理（Ｓ１０３）、普図の当り決定用乱数の更新処理（Ｓ１０４）、普図
の当り図柄決定用乱数の更新処理（Ｓ１０５）、特図及び普図のリーチに関するリーチ判
定用乱数の更新処理（Ｓ１０６）、特図及び普図の変動パターンに関する変動パターン決
定用乱数の更新処理（Ｓ１０７）、入賞確認処理（Ｓ１０８）、当否判定処理（Ｓ１０９
）、各出力処理（Ｓ１１０）、不正監視処理（Ｓ１１１）を行って、次に割り込み信号が
入力されるまでの残余時間内には初期乱数更新処理（Ｓ１１２）をループ処理する。
【００４７】
　次に主制御装置４０が実行するプログラム処理で、本発明に関わりの深い当否判定処理
（Ｓ１０９）を中心に、入賞確認処理（Ｓ１０８）や各出力処理（Ｓ１１０）の一部のサ
ブルーチンについて説明する。
【００４８】
　図８に示す「普図始動入賞確認処理」は前記入賞確認処理（Ｓ１０８）のサブルーチン
で、Ｓ２００の処理において普図始動口である普図始動口２２Ａ又は普図作動ゲート２２
Ｂへの入球があるか否かを確認し、入球があれば（Ｓ２００：ｙｅｓ）、Ｓ２０１の処理
において普図の保留記憶が満杯であるか否かを確認する。保留記憶が満杯でなければ（Ｓ
２０１：ｎｏ）、Ｓ２０２の処理で数値データとして、普図の当り決定用乱数、当り図柄
決定用乱数、リーチ図柄決定用乱数、はずれ図柄決定用乱数などの各種乱数を抽出し、抽
出された各種乱数が保留記憶として主制御装置４０のメモリに記憶される（最大４つ）。
そして、普図保留数表示装置２９１の表示制御、及びサブ統合制御装置４２、演出図柄制
御装置４３へ普図保留数のコマンドを送信する（Ｓ２０３）。尚、前記Ｓ２０２の処理は
特許請求の範囲に記載の普通図柄数値データ抽出手段に相当する。
【００４９】
　図９に示す「普図当否判定処理」は前記当否判定処理（Ｓ１０９）のサブルーチンで、
Ｓ３００の処理において特図始動口２４を開放させるための普電役物２３が作動中か否か
を確認し、作動していなければ（Ｓ３００：ｎｏ）、普図が変動中か否かを確認し（Ｓ３
０１）、変動中でなければ（Ｓ３０１：ｎｏ）、確定図柄が表示されているか否かを確認
する（Ｓ３０２）。尚、普電役物２３が作動中（Ｓ３００：ｙｅｓ）であれば「普図遊技
処理」に移行する（図１０参照）。
【００５０】
　前記Ｓ３０２の処理で確定図柄が表示中でなければ（Ｓ３０２：ｎｏ）、図１０に示す
ように、Ｓ３１０の処理において普図の保留記憶があるか否かを確認し、普図の保留記憶
があれば（Ｓ３１０：ｙｅｓ）、普図の保留記憶数を減算し、保留記憶のシフト処理を行
う（Ｓ３１１）。該シフト処理により普図の保留記憶のうち最も古い保留記憶が当否判定
の対象となる。普図の保留記憶がなければ（Ｓ３１０：ｎｏ）、「普図遊技処理」に移行
する。
【００５１】
　前記普図保留記憶シフト処理の次にＳ３１２の処理において現在の遊技状態が普図の確
変中（高確率）であるか確認する。確変中であれば（Ｓ３１２：ｙｅｓ）、Ｓ３１３の処
理において確変の当否判定用テーブルで普図の当否判定を行う。確変中でなければ（Ｓ３
１２：ｎｏ）、通常確率（低確率）の当否判定用テーブルで普図の当否判定を行う（Ｓ３
１４）。そしてＳ３１５の処理では、前記Ｓ３１３又はＳ３１４の処理における普図の判
定結果が当りであるか否かを確認する。前記のように普図の当り確率は、通常、４９３３
分の２１に設定してあり、確変時には１００％である。尚、Ｓ３１３及びＳ３１４の処理
は特許請求の範囲の普通図柄当否判定手段に相当する。
【００５２】
　前記Ｓ３１５の処理において普図の当否判定の結果が当りであれば（Ｓ３１５：ｙｅｓ
）、Ｓ３１６の処理において前記対象となる普図の保留記憶の普図当り図柄決定用乱数に
基づいて普図当り図柄を決定し、前記対象となる普図の保留記憶の変動パターン決定用乱
数に基づいて当りの変動パターンを決定する（Ｓ３１７）。
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　一方、普図の当否判定の結果が当りでなければ（Ｓ３１５：ｎｏ）、ハズレの変動パタ
ーンを決定する（Ｓ３１８）。
　次にＳ３１９の処理において普図表示装置２９の変動開始、及びサブ統合制御装置４２
、演出図柄制御装置４３へ普図変動開始コマンドを送信し、「普図遊技処理」に移行する
。
【００５３】
　前記Ｓ３０１の処理において普図の図柄変動中のときは（Ｓ３０１：ｙｅｓ）、図１１
に示すように、Ｓ３２０の処理において図柄の変動時間が経過したことを確認すると（Ｓ
３２０：ｙｅｓ）、Ｓ３２１の確定図柄表示設定処理により普図表示装置２９の確定図柄
表示、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ普図に対応する擬似図柄を確定表
示させるようにコマンドを送信する。
　続いてＳ３２２の処理において確定表示された普図が当りになる組合せであるか否か確
認し、当りになる組合せであったときは（Ｓ３２２：ｙｅｓ）、Ｓ３２３の普図当り開始
演出処理によりサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ当り演出を開始させるよ
うにコマンドを送信し、「普図遊技処理」に移行する。
【００５４】
　前記Ｓ３０２の処理で確定図柄表示中であれば（Ｓ３０２：ｙｅｓ）、図１２に示すよ
うに、Ｓ３３０の処理において確定図柄の表示時間が経過したことを確認すると（Ｓ３３
０：ｙｅｓ）、Ｓ３３１の確定図柄表示終了処理において普図表示装置２９の確定図柄表
示の終了、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ擬似図柄の表示を終了させる
ようにコマンドを送信し、「普図遊技処理」へ移行する。
【００５５】
　図１３に示すように「普図遊技処理」は前記「メインルーチン」（図７）の各出力処理
（Ｓ１１０）のサブルーチンである。先ず、Ｓ４００の処理において普電役物２３が開放
作動中かであるか否かを確認する。普電役物２３が開放中でなければ（Ｓ４００：ｎｏ）
、普図当り終了演出中か否かを確認し（Ｓ４０１）、普図当り終了演出中でなければ（Ｓ
４０１：ｎｏ）、普図当り開始演出時間が経過したか否かを確認し（Ｓ４０２）、普図当
り開始演出時間が経過していることが確認できれば（Ｓ４０２：ｙｅｓ）、Ｓ４０３の処
理において普電役物２３を開放してリターンする。
　尚、普図当り開始演出及び普図当り終了演出は、普図や普電の状態が通常状態であると
き、即ち、普図の時短、確変、普電の開放延長が作動していないときには、それなりの時
間を持っても良いが、作動しているときにはスピーディーな遊技を実現するために極めて
短時間の演出を行う設定又は演出をしないことが望ましい。
【００５６】
　前記Ｓ４００の処理で普電役物２３が開放中であれば（Ｓ４００：ｙｅｓ）、図１４に
示すように、普電役物２３に１０個（規定入賞数）の入賞があったか否かの確認（Ｓ４１
０）、又は普電役物２３の開放時間が終了したか否かを確認して（Ｓ４１１）、いずれか
確認できれば、Ｓ４１２の処理において普電役物２３を閉鎖し、普図当り演出終了処理を
実行して（Ｓ４１３）、リターンする。
【００５７】
　前記Ｓ４０１の処理で普図当り終了演出中であれば（Ｓ４０１：ｙｅｓ）、図１５に示
すように、Ｓ４２０の処理において前記普図当り終了演出時間が経過（終了）したか否か
を確認し、経過していれば（Ｓ４２０：ｙｅｓ）、Ｓ４２１の普図当り終了コマンド送信
の処理を実行し、この処理でサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３に普図当り終
了コマンドを送信し、普図当り遊技を終了してリターンする。
【００５８】
　前記普図当り遊技で普電役物２３が開放し、特図始動口２４へ入球することにより特図
の当否判定が実行される。図１６に示すように「特図当否判定処理」は、先ず、Ｓ５００
の処理において大入賞口２６の特電役物２５を連続（２ラウンド）して作動させるための
役物連続作動装置が作動中か否かを確認し、作動していなければ（Ｓ５００：ｎｏ）、特
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図が変動中か否かを確認し（Ｓ５０１）、変動中でなければ（Ｓ５０１：ｎｏ）、確定図
柄が表示されているか否かを確認する（Ｓ５０２）。尚、役物連続作動装置が作動中（Ｓ
５００：ｙｅｓ）であれば「特別遊技処理」に移行する（図１７参照）。
【００５９】
　前記Ｓ５０２の処理で確定図柄が表示中でなければ（Ｓ５０２：ｎｏ）、図１７に示す
ように、Ｓ５１０の処理において特図始動口２４（普電役物２３）への入球があるか否か
を確認する。特図始動口２４への入球があれば（Ｓ５１０：ｙｅｓ）、次にＳ５１１の処
理で数値データとして、特図の大当り決定用乱数、大当り図柄決定用乱数、リーチ図柄決
定用乱数、はずれ図柄決定用乱数などの各種乱数が抽出される。これらの乱数が特図の当
否判定の対象とされる。尚、前記Ｓ５１１の処理は特許請求の範囲に記載の特別図柄数値
データ抽出手段に相当する。
【００６０】
　続くＳ５１２の処理において現在の遊技状態が、確変フラグを確認して特図の大当り確
率が高確率の確変中であるか否かを確認する（確変フラグが１であれば確変中）。確変中
であれば（Ｓ５１２：ｙｅｓ）、Ｓ５１３の処理において高確率の当否判定用テーブル（
確変テーブル）と前記特図大当り決定用乱数とを対比して大当りか否かの当否判定を行う
。確変中でなければ（Ｓ５１３：ｎｏ）、Ｓ５１４の処理において通常確率（低確率）の
当否判定用テーブルと前記特図大当り決定用乱数とを対比して大当りか否かの当否判定を
行う。そしてＳ５１５の処理では、前記Ｓ５１３又はＳ５１４の処理における特図の当否
判定の結果が大当りであるか否かを確認する。前記のように特図の大当り確率は、通常、
６５５２１分の６５５１９に設定してあり、確変時には６５５２１分の６５５２０である
。尚、前記Ｓ５１３及びＳ５１４の処理は特許請求の範囲の特別図柄当否判定手段に相当
する。
【００６１】
　前記Ｓ５１５の処理において特図の当りであれば（Ｓ５１５：ｙｅｓ）、図１８に示す
ように、Ｓ５２０の処理において特図の前記大当り図柄決定用乱数に基づいて特図の大当
り図柄を決定し、Ｓ５２１の変動パターン決定処理において特図の大当りの変動パターン
を決定する。尚、前記Ｓ５２０の処理は特許請求の範囲の大当り図柄決定手段に相当する
。
【００６２】
　続くＳ５２２の処理において、決定された特図の大当り図柄は前記開放延長遊技状態に
移行させる開放延長図柄（前記大当り図柄Ｂ，Ｃ）であるか否か確認し、開放延長図柄で
あれば（Ｓ５２２：ｙｅｓ）、Ｓ５２３の処理において開放延長機能が連続して作動する
回数を制限する前記リミッタのカウンタを確認し、リミッタが作動していないか確認する
。例えばリミッタの規制回数は２０回に設定し、カウンタが２０に達するとリミッタが作
動する。
　リミッタが作動していなければ（Ｓ５２３：ｙｅｓ）、リミッタのカウンタを加算し（
Ｓ５２４）、Ｓ５２５の処理において開放延長遊技状態に移行させるための開放延長設定
フラグに「１」をセットする。更にＳ５２６の処理において確変遊技状態に移行させるた
めの確変設定フラグに「１」をセットする。特図の大当り遊技終了後の遊技状態は、開放
延長及び確変が組み合わされた遊技状態に移行することとなる。
　続くＳ５２７の特図変動開始コマンド送信処理では特図表示装置２８の特図の変動開始
、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ特図の変動開始に対応するコマンドを
送信し、「特別遊技処理」に移行する。
【００６３】
　前記Ｓ５２３の処理において、前記カウンタが「２０」に達し、リミッタの作動が確認
できれば（Ｓ５２３：ｎｏ）、前記カウンタをクリアし（Ｓ５２８）、開放延長設定フラ
グを「０」にリセットし（Ｓ５２９）、更に確変設定フラグを「０」にリセットする（Ｓ
５３０）。これにより開放延長遊技及び確変遊技は付与されない。
　前記Ｓ５３０の処理の後、前記Ｓ５２７の特図変動開始コマンド送信処理で、特図表示
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装置２８の特図の変動開始、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ特図の変動
開始に対応するコマンドを送信し、「特別遊技処理」に移行する。
【００６４】
　前記Ｓ５２２の処理において特図が開放延長図柄でなければ（Ｓ５２２：ｎｏ）、カウ
ンタをクリアし（Ｓ５３１）、開放延長設定フラグを「０」にリセットする（Ｓ５３２）
。大当り遊技終了後の遊技状態は、開放延長遊技は付与されないが、大当り時の遊技状態
が確変であれば確変遊技は継続される。
　その後、前記Ｓ５２７の特図変動開始コマンド送信処理を実行して「特別遊技処理」に
移行する。
【００６５】
　図１７の前記Ｓ５１５の処理に戻って、大当りでなければ（Ｓ５１５：ｎｏ）、Ｓ５１
６の処理において、特図のハズレ図柄を決定し、Ｓ５１７の処理において前記変動パター
ン決定用乱数に基づいてハズレの変動パターンを決定し、図１８の前記Ｓ５２７の処理で
、特図表示装置２８のハズレ時の特図の変動開始、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御
装置４３へハズレ時の特図の変動開始に対応するコマンドを送信し、「特別遊技処理」に
移行する。
【００６６】
　図１６の前記Ｓ５０１の処理で、特図が変動中であれば（Ｓ５０１：ｙｅｓ）、図１９
に示すように、Ｓ５４０の処理において図柄の変動時間が経過したことを確認すると（Ｓ
５４０：ｙｅｓ）、Ｓ５４１の確定図柄表示設定処理により特図表示装置２８の確定図柄
表示、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ特図確定図柄に対応するコマンド
を送信する。
【００６７】
　続いてＳ５４２の処理において確定表示させた特図が当りになる組合せであるか否か確
認し、当りになる組合せであったときは（Ｓ５４２：ｙｅｓ）、確変フラグが「１」（確
変中）であれば（Ｓ５４３：ｙｅｓ）、確変フラグを「０」にリセットし（Ｓ５４４）、
開放延長フラグが「１」（時短中）であれば（Ｓ５４５：ｙｅｓ）、開放延長フラグを「
０」にリセットする（Ｓ４２６）。これらの処理により大当り遊技中での遊技状態を通常
状態にリセットする。
【００６８】
　続いて条件装置の作動を開始させ（Ｓ５４７）、役物連続作動装置の作動を開始させる
（Ｓ５４８）。条件装置は大当り遊技で役物連続作動装置の作動に必要な装置であり、役
物連続作動装置は特電役物２５を連続（２ラウンド）して作動させる装置である。
　そして大当り開始演出処理（Ｓ５４９）によりサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装
置４３へ大当り開始演出を開始させるようにコマンドを送信し、「特別遊技処理」に移行
する。
【００６９】
　前記Ｓ５４２の処理で、大当りになる組合せでなければ（Ｓ５４２：ｎｏ）、Ｓ５５０
の処理において確変フラグが「１」か否かを確認し、確変フラグが「１」であれば（Ｓ５
５０：ｙｅｓ）、Ｓ５５１の処理において確変の付与を制限するための確変カウンタを減
算する。次にＳ５５２の処理で前記確変カウンタが「０」であれば（Ｓ５５２：ｙｅｓ）
、特図の変動回数が確変遊技の制限に達したので、確変フラグを「０」にリセットして（
Ｓ５５３）、「特別遊技処理」に移行する。
【００７０】
　図１６の前記Ｓ５０２の処理で確定図柄表示中のときは（Ｓ５０２：ｙｅｓ）、図２０
に示すように、確定図柄の表示時間が経過したことを確認すると（Ｓ５６０：ｙｅｓ）、
確定図柄表示終了処理（Ｓ５６１）において特図表示装置２８の確定図柄表示の終了、サ
ブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３へ確定図柄表示の終了に関するコマンドを送
信し、「特別遊技処理」へ移行する。
【００７１】
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　図２１に示す「特別遊技処理」は、特許請求の範囲の特別図柄当り遊技実行手段に相当
するもので、先ず、Ｓ６００の処理において前記役物連続作動装置が作動中か否かを確認
し、作動中であれば（Ｓ６００：ｙｅｓ）、Ｓ６０１の処理で大入賞口２６が開放中か否
かを確認する。役物連続作動装置が作動中でなければ（Ｓ６００：ｎｏ）リターンする。
　前記Ｓ６０１の処理で大入賞口２６が開放中でなければ（Ｓ６０１：ｎｏ）、大当り遊
技のインターバル中か否かを確認し（Ｓ６０２）、インターバル中でなければ（Ｓ６０２
：ｎｏ）、特図大当り終了演出中か否かを確認し（Ｓ６０３）、大当り終了演出中でなけ
れば（Ｓ６０３：ｎｏ）、大当り開始演出時間が経過したか否かを確認し（Ｓ６０４）、
大当り開始演出時間の経過を確認すれば（Ｓ６０４：ｙｅｓ）、Ｓ６０５の大入賞口開放
処理で第１ラウンドの大入賞口２６を開放してリターンする。
【００７２】
　前記Ｓ６０１の処理で大入賞口開放中であれば（Ｓ６０１：ｙｅｓ）、図２２に示すよ
うに、大入賞口２６に入賞があったか否か（規定入賞数）の確認（Ｓ６１０）、又は大入
賞口２６の開放時間が終了したか否かを確認して（Ｓ６１１）、いずれか確認できれば大
入賞口２６を閉鎖し（Ｓ６１２）、大当りインターバル処理を実行して（Ｓ６１３）、リ
ターンする。
【００７３】
　前記Ｓ６０２の処理で大当りのインターバル中であれば（Ｓ６０２：ｙｅｓ）、図２３
に示すように、Ｓ６２０の処理において大当りインターバル時間が経過したか否かを確認
し、経過していれば（Ｓ６２０：ｙｅｓ）、最終ラウンド（第２ラウンド）であるか否か
を確認し（Ｓ６２１）、最終ラウンドであれば、（Ｓ６２１：ｙｅｓ）、大当り終了演出
の処理（Ｓ６２２）を実行し、この処理でサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３
に大当り終了コマンドを送信し、大当り遊技を終了してリターンする。
　一方、最終ラウンドでなければ、（Ｓ６２１：ｎｏ）、大入賞口２６の開放処理（Ｓ６
２３）により第２ラウンドの大入賞口２６の開放を実行してリターンする。
【００７４】
　図２１の前記Ｓ６０３の処理で大当り終了演出中であれば（Ｓ６０３：ｙｅｓ）、図２
４に示すように、大当り終了演出時間が経過したか否かを確認し（Ｓ６３０）、該時間の
経過を確認すれば（Ｓ６３０：ｙｅｓ）、役物連続作動装置の作動を停止する処理（Ｓ６
３１）を実行し、条件装置の作動を停止する処理（Ｓ６３２）を実行する。
【００７５】
　続く、Ｓ６３３の処理において前記確変設定フラグが「１」か否かを確認し、確変設定
フラグが「１」であれば（Ｓ６３３：ｙｅｓ）、確変遊技の繰り返し回数（例えば、４回
）を設定し（Ｓ６３４）、確変フラグに「１」をセットする（Ｓ６３５）。これにより大
当り遊技終了後に確変遊技が付与される。
　次にＳ６３６の処理では開放延長設定フラグが「１」か否かを確認し、開放延長設定フ
ラグが「１」であれば（Ｓ６３６：ｙｅｓ）、開放延長フラグに「１」をセットする（Ｓ
６３７）。これにより大当り遊技終了後に開放延長遊技が付与される。尚、Ｓ６３７の処
理は特許請求の範囲の開放延長遊技の設定手段に相当する。その後、特図の大当り終了コ
マンド送信の処理（Ｓ６３８）を実行し、この処理でサブ統合制御装置４２、演出図柄制
御装置４３に大当り終了コマンドを送信し、大当り遊技を終了してリターンする。
【００７６】
　本パチンコ機１は、通常遊技では左打ちにより普図始動口２２Ａを狙い、普図の当り遊
技を目指す。遊技が進行して普図が当選すると、右打ちに切り換えて普図の当り遊技にお
いて特図始動口２４への入球を狙う。特図始動口２４への入球があり、特図の当否判定が
行われるとほぼ確実に当選して特図の大当り遊技が実行される。大当り遊技の終了後、遊
技状態は、高い割合で確変遊技状態、開放延長遊技状態に移行される。開放延長遊技状態
に移行されることにより、普図の当選確率が高確率とされ、普電役物２３の開放が延長さ
れるので特図始動口２４への入球が容易で続けて特図の大当り遊技を生起させることが可
能となる。このため開放延長遊技状態を維持できるか否かに遊技者の関心が集まる。
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【００７７】
　図２５に示すように、開放延長遊技状態で、普図の当否判定が実施されると確実に当選
して、普図の変動及び確定表示された後に普図当り遊技が実施されて普電役物２３が開放
される。そして普電役物２３の開放中の特図始動口２４への入球（ａ）により特図の当否
判定が実施されるとほぼ確実に大当りとなる。該当否判定に伴い特図の大当り図柄として
「大当り図柄Ｂ」が最も選択される割合が高く、「大当り図柄Ｂ」が設定されると、これ
に応じて「大当りＢ」の大当り遊技が実施される。
　即ち、前記入球（ａ）に起因する当否判定に伴う特図の変動及び確定表示が終了すると
、「大当りＢ」遊技が開始され、大当り遊技の開始インターバルが実施される。また「大
当りＢ」遊技の開始とともに開放延長が非作動状態に切り換えられる。
　「大当りＢ」遊技は、開始インターバルの後、大入賞口２６（特電役物２５）が所定の
開放態様で開放される１ラウンド目のラウンド遊技、ラウンド遊技間のラウンド間インタ
ーバル、２ラウンド目のラウンド遊技及び大当り終了インターバルが実施される。
　そして大当り終了インターバルが終了すると、「大当り図柄Ｂ」は開放延長図柄である
ため、「大当りＢ」遊技の終了後に開放延長遊技に移行する。
【００７８】
　「大当りＢ」遊技は、特図の変動開始から大当り終了インターバル終了までの特図変動
時間と確定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技時間（Ｔ１）が普電役物２３の開
放時間よりも長い時間とされ、「大当りＢ」遊技の終了時にはすでに普電役物２３は閉鎖
されている。この場合、普電役物２３の開放中に複数の特図始動口２４への入球が可能で
あるが、特図は保留記憶されないためこれらの入球による特図の当否判定は行われない。
勿論、これらの入球に対する賞球が払出され、遊技者は多くの賞球を獲得する。本パチン
コ機１は大当り遊技の大入賞口２６の開放時間が極めて短いので特図始動口２４への入球
がメインとなって賞球を獲得する遊技を行う。
　「大当りＢ」遊技によればその終了後に開放延長遊技を獲得できるので、大当りの連続
獲得が期待でき、遊技者は安心感と満足感を得られる。
【００７９】
　図２６に示すように、開放延長遊技状態で、普電役物２３の開放中での特図始動口２４
への入球（ａ）により特図の当否判定が実施されて大当りとなり、大当り図柄として「大
当り図柄Ａ」が設定されると、これに応じて「大当りＡ」の大当り遊技が実施される。前
記入球（ａ）に起因する当否判定の特図の変動及び確定表示が終了すると、「大当りＡ」
遊技の開始インターバルが実施され、「大当りＡ」遊技の開始とともに開放延長が非作動
となる。
【００８０】
　「大当りＡ」遊技は、前記「大当りＢ」遊技と同様に、開始インターバルの後、大入賞
口２６が所定の開放態様で開放される１ラウンド目のラウンド遊技、ラウンド遊技間のラ
ウンド間インターバル、２ラウンド目のラウンド遊技及び大当り終了インターバルが実施
される。
　そして大当り終了インターバルが終了すると、「大当り図柄Ａ」は開放延長図柄でない
ため、「大当りＡ」遊技の終了後に前記リミッタの開放延長計数カウンタがクリアされ、
且つ開放延長遊技に移行しない。
【００８１】
　特図の変動中、確定表示中及び「大当りＡ」遊技中においては普電役物２３の開放によ
り特図始動口２４への複数の入球が可能で、これらの入球に対する賞球が払出されるが、
特図は保留記憶されないためこれらの入球による特図の当否判定は行われない。
　しかしながら「大当りＡ」遊技は、特図変動時間、確定表示時間及び２つのラウンド遊
技時間が「大当りＢ」遊技のそれらと同じ時間であるが、特図の変動開始から大当り終了
インターバル終了までの特図変動時間と確定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技
時間（Ｔ２）は普電役物２３の開放時間よりも短い時間とされ、「大当りＡ」遊技の終了
後も普電役物２３は開放されている。このため、当該普電役物２３の開放中に、「大当り
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Ａ」遊技の終了後の特図始動口２４への入球（ｂ）により特図の当否判定が行われる可能
性が高い。
【００８２】
　前記入球（ｂ）により特図の当否判定が実施されて大当りとなり、大当り図柄として「
大当り図柄Ｃ」が設定されると、これに応じて「大当りＣ」の大当り遊技が実施される。
この場合、「大当り図柄Ｃ」は開放延長図柄であるので、「大当りＣ」遊技の終了後に開
放延長遊技に移行し、前記リミッタの開放延長計数カウンタが最初からカウントを開始す
るように再設定される。
　このように普電役物２３の一回の開放期間に、「大当りＡ」に続いて「大当りＣ」が生
起すると、「大当りＣ」により開放延長とされ、且つリミッタのカウントは初期値となる
ので、あたかも連続可能な大当りの残り回数が増加するような上乗せチャンスが得られる
。例えば、リミッタの制限回数は２０回であり、開放延長の大当りが１５回連続している
ときに（制限まで残り５回）、「大当りＡ」となり、直後に「大当りＣ」が生起すること
で大当り遊技終了後に開放延長となり且つリミッタのカウントが初期値に戻るので、遊技
者にとって、大当りの連続可能な残り回数が５回から２０回に変わることで１５回分の上
乗せがなされた感覚となる。これにより遊技者の緊張感や期待感を向上させることができ
る。
　また、図は省略するが、普電役物２３の一回の開放期間に、「大当りＡ」に続いて「大
当りＢ」が生起した場合も、前記「大当りＡ」に続いて「大当りＣ」が生起したのと同様
に、「大当り図柄Ｂ」は開放延長図柄であるので、「大当りＢ」遊技の終了後に開放延長
遊技とされ、且つリミッタのカウントは初期値となるので、あたかも連続可能な大当りの
残り回数が増加するような上乗せチャンスが得られる。
【００８３】
　一方、図２７に示すように、「大当りＡ」遊技の終了後の特図始動口２４への入球（ｂ
）により大当りとなり、大当り図柄として「大当り図柄Ａ」が設定され、これに応じて「
大当りＡ」の大当り遊技が実施されても、「大当り図柄Ａ」は開放延長図柄でないので、
「大当りＡ」遊技の終了後、開放延長遊技に移行しないので、前記上乗せチャンスは失敗
である。
【００８４】
　図２８に示すように、開放延長遊技状態で且つリミッタが作動中において、普電役物２
３の開放中の特図始動口２４への入球（ａ）により特図の当否判定が実施されて大当りと
なり、大当り図柄として「大当り図柄Ｂ」が設定されると、これに応じて「大当りＢ」の
大当り遊技が実施される。前記入球（ａ）に起因する当否判定に伴う特図の変動及び確定
表示が終了すると、「大当りＢ」遊技の開始インターバルが実施され、「大当りＢ」遊技
の開始とともに開放延長が非作動状態に切り換えられる。
　「大当りＢ」遊技の終了後、「大当り図柄Ｂ」は開放延長図柄であるが、リミッタ作動
後であるのため、開放延長遊技とならず、尚、リミッタは「大当りＢ」遊技の終了後に非
作動となる。
【００８５】
　一方、図２９に示すように、開放延長遊技状態で且つリミッタが作動中において、普電
役物２３の開放中の特図始動口２４への入球（ａ）による特図の当否判定で大当りとなり
、大当り図柄として「大当り図柄Ｃ」が設定されると、これに応じて「大当りＣ」の大当
り遊技が実施される。前記入球（ａ）に起因する特図の変動及び確定表示が終了すると、
「大当りＣ」遊技の開始インターバルが実施され、「大当りＣ」遊技の開始とともに開放
延長が非作動状態に切り換えられる。
【００８６】
　「大当りＣ」遊技は、前記「大当りＡ」遊技、「大当りＢ」遊技と同様に、開始インタ
ーバルの後、大入賞口２６が所定の開放態様で開放される１ラウンド目のラウンド遊技、
ラウンド遊技間のラウンド間インターバル、２ラウンド目のラウンド遊技及び大当り終了
インターバルが実施される。
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　そして大当り終了インターバルが終了すると、「大当り図柄Ｃ」は開放延長図柄である
がリミッタにより規制されるので、「大当りＣ」遊技の終了後に開放延長遊技に移行しな
い。尚、「大当りＣ」遊技の終了後にリミッタは非作動に切り換えられる。
【００８７】
　特図の変動中、確定表示中及び「大当りＣ」遊技中では、普電役物２３の開放により特
図始動口２４への複数の入球が可能で、これらの入球に対する賞球が払出されるが、特図
は保留記憶されないためこれらの入球による特図の当否判定は行われない。
　しかしながら「大当りＣ」遊技は、特図の変動開始から大当り終了インターバル終了ま
での特図変動時間と確定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技時間（Ｔ３）が、前
記「大当りＡ」遊技のそれと（Ｔ２）と同じであり、普電役物２３の開放時間よりも短い
時間とされる。従って、「大当りＣ」遊技の終了後も普電役物２３は開放されている。こ
のため、当該普電役物２３の開放中に、「大当りＣ」遊技の終了後の特図始動口２４への
入球（ｂ）により特図の当否判定が行われる可能性が高い。
【００８８】
　前記入球（ｂ）により特図の当否判定が実施されて大当りとなり、大当り図柄として「
大当り図柄Ｃ」が設定されると、これに応じて「大当りＣ」の大当り遊技が実施される。
この場合、「大当り図柄Ｃ」は開放延長図柄であるので、「大当りＣ」遊技の終了後に開
放延長遊技に移行し、前記リミッタの開放延長計数カウンタが最初からカウントを開始す
るように再設定される。
　このようにリミッタ作動後には、普電役物２３の一回の開放期間に、「大当りＣ」が連
続して生起すると、後者の「大当りＣ」により開放延長とされ、且つリミッタのカウント
は初期値となるので、大当りが連続可能な遊技状態を引き戻したような感覚の引き戻しチ
ャンスが得られ、これにより遊技者の緊張感や期待感を向上させることができる。
　また、図は省略するが、普電役物２３の一回の開放期間に、「大当りＣ」に続いて「大
当りＢ」が生起すると、前記「大当りＣ」に続いて「大当りＣ」が生起したのと同様に、
「大当り図柄Ｂ」は開放延長図柄であるので、「大当りＢ」遊技の終了後に開放延長遊技
とされ、且つリミッタのカウントは初期値となるので、大当りが連続可能な遊技状態を引
き戻したような感覚の引き戻しチャンスが得られる。
　また、図は省略するが、開放延長遊技状態で且つリミッタが作動中において、普電役物
２３の開放中の特図始動口２４への入球（ａ）による特図の当否判定で大当りとなり、大
当り図柄として「大当り図柄Ａ」が設定された場合も同様である。普電役物２３の一回の
開放期間に、「大当りＡ」に続いて「大当りＢ又はＣ」が生起すると、「大当りＢ又はＣ
」は開放延長図柄であるので、「大当りＢ又はＣ」遊技の終了後に開放延長遊技とされ、
且つリミッタのカウントは初期値となるので、大当りが連続可能な遊技状態を引き戻した
ような感覚の引き戻しチャンスが得られる。
【００８９】
　一方、図３０に示すように、「大当りＣ」遊技の終了後の特図始動口２４への入球（ｂ
）により大当りとなり、大当り図柄として「大当り図柄Ａ」が設定され、これに応じて「
大当りＡ」の大当り遊技が実施されても、「大当り図柄Ａ」は開放延長図柄でないので、
「大当りＡ」遊技の終了後、開放延長遊技に移行しないので、前記引き戻しチャンスは失
敗である。リミッタ作動の有無に拘らず、普電役物２３の一回の開放期間における入球（
ｂ）で生起する大当り遊技が「大当りＡ」であれば終了することになる。
【００９０】
　本実施形態によれば、大当り遊技終了後に開放延長とはならないが特図の変動時間と確
定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技時間が普電役物２３の開放時間よりも短く
なるように設定した「大当りＡ」と、大当り遊技終了後に開放延長とされ且つ特図の変動
時間と確定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技時間が普電役物２３の開放時間よ
りも長くなるように設定した「大当りＢ」、及び大当り遊技終了後に開放延長とされ且つ
特図の変動時間と確定表示時間及び大当り遊技時間を合算した遊技時間が普電役物２３の
開放時間よりも短くなるように設定した「大当りＣ」とを備えるので（実行可能であるの
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で）、開放延長時に「大当りＡ」が生起しても、残りの普電役物２３の開放期間中に「大
当りＢ」又は「大当りＣ」が生起することにより再び開放延長にできる。またリミッタ作
動後も、「大当りＡ」又は「大当りＣ」が生起し、且つ残りの普電役物２３の開放期間中
に「大当りＢ」又は「大当りＣ」が生起することにより再び開放延長にできる。
　一方、開放延長時に「大当りＡ」が生起しても、残りの普電役物２３の開放期間中に「
大当りＡ」が生起すると開放延長とならず、またリミッタ作動後も、「大当りＢ」が生起
すると開放延長とならない。
　従って開放延長を継続できるか否かといった遊技への遊技者の関心を高め、緊張感や期
待感を向上させることができ、興趣の豊かな遊技を実現できる。
【００９１】
　尚、本実施形態のパチンコ機１では、特図の変動時間は１秒、特図の確定時間は０．５
０秒、大当り遊技の所要時間（開始インターバル、第１及び第２ラウンド、ラウンド間イ
ンターバル、終了インターバル）は、「大当りＡ」では最長２．５０秒（開始ＩＮＴ：０
．７５秒、第１ラウンド：０．２５秒、ラウンド間ＩＮＴ：０．５０秒、第２ラウンド：
０．２５秒、終了ＩＮＴ：０．７５秒）、「大当りＢ」では最長５．５０秒（開始ＩＮＴ
：２．０秒、第１ラウンド：０．２５秒、ラウンド間ＩＮＴ：１．０秒、第２ラウンド：
０．２５秒、終了ＩＮＴ：２．０秒）、「大当りＣ」では最長２．５０秒（開始ＩＮＴ：
０．７５秒、第１ラウンド：０．２５秒、ラウンド間ＩＮＴ：０．５０秒、第２ラウンド
：０．２５秒、終了ＩＮＴ：０．７５秒）としている。
　即ち、遊技球の帰趨によって変化する時間はラウンドに要する時間であって、他の時間
は変化しないので、「大当りＡ」は２．０秒以上、「大当りＢ」は５．０秒以上、「大当
りＣ」は２．０秒以上の時間を要することになる。
　本パチンコ機１の遊技構成は、普図が当り図柄で確定することで開放する普電役物２３
（特図始動口２４）への入球によって特図の変動が開始され、該特図が大当り図柄で確定
することで大当り遊技が実行されることを考えると、「特図の変動時間（１秒）＋大当り
Ａ又はＣの所要時間（２．０～２．５秒）＜普電役物２３の開放時間（５．７８秒又は５
．８０秒）」、「特図の変動時間（１秒）＋大当りＢの所要時間（５．０～５．５秒）≧
普電役物２３の開放時間（５．７８秒ｏｒ５．８０秒）」の関係性が成立するようになっ
ている。
　発射した遊技球のほぼ全てが普電付近を流下し、普電が開放された状態でほぼ全てが入
賞する配置であるため、普電の開放から入賞するまでに想定される最大時間は０．９秒程
度となり、「大当りＢ」終了時には「大当りＢ」の開始前の開放した進む普電役物は既に
閉鎖されているが、「大当りＡ及びＣ」終了時には未だ普電役物が閉鎖されることなく開
放が継続されていることになる。
　そのため、前記した全ての条件を満たすことによって、リミッタ非作動時には「大当り
Ａ」の終了時に、リミッタ作動時には「大当りＡ及びＣ」の終了時に、遊技者にとって感
覚的に異なる上乗せチャンスや引き戻しチャンスが到来することになる。
【００９２】
　尚、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でさまざまに実施できることは勿論である。例えば、前記実施形態では「大当り図柄Ａ
」とこれに対応する「大当りＡ」、「大当り図柄Ｂ」とこれに対応する「大当りＢ」、「
大当り図柄Ｃ」とこれに対応する「大当りＣ」を備えた構成であるが、少なくとも「大当
り図柄Ａ」とこれに対応する「大当りＡ」、「大当り図柄Ｂ」とこれに対応する「大当り
Ｂ」を備えた構成、少なくとも「大当り図柄Ｂ」とこれに対応する「大当りＢ」、「大当
り図柄Ｃ」とこれに対応する「大当りＣ」を備えた構成、少なくとも「大当り図柄Ａ」と
これに対応する「大当りＡ」、「大当り図柄Ｃ」とこれに対応する「大当りＣ」を備えた
構成としてもよい。「普電役物２３の開放時間」と、「特図の変動時間、確定時間、大当
り遊技の所要時間（開始インターバル、第１及び第２ラウンド、ラウンド間インターバル
、終了インターバル）の合算した時間」との関係性が崩れない範囲であれば、どのような
時間設定としてもよい。
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　また前記実施形態では、特図がほぼ１００％の確率で当選するようにし、且つ特図の保
留記憶を行わない構成であるが、特図の当選確率を下げ、特図の保留記憶を設ける構成と
してもよい。また前記実施形態では、特図の確変機能を備えたが、備えない構成としても
よい。更に普図の当選確率を高確率とする普通図柄確率変動機能及び普電役物の開放時間
を延長する開放延長機能を備えたが、それらとは別に普図の変動時間を短縮する普通図柄
時短機能を備えてもよい。開放延長遊技は、普通図柄確率変動機能、開放延長機能、普通
図柄時短機能の内、普通図柄確率変動機能のみが作動する遊技としてもよく、少なくとも
普通図柄確率変動機能を作動し、開放延長機能又は普通図柄時短機能が作動する遊技とし
てもよい。
【００９３】
　更に、本発明は、パチンコ機台内に所定数の遊技球が封入され、封入された遊技球を遊
技盤の遊技領域に向けて発射するとともに、発射された遊技球を回収し、回収した遊技球
を再度発射することで内部の所定数の遊技球を循環的に使用して遊技を行う封入式パチン
コ機に適用してもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　２　遊技盤
　２２Ａ　普図始動口（普通図柄始動口）
　２２Ｂ　普図作動ゲート（普通図柄始動口）
　２３　普電役物（普通電動役物）
　２４　特図始動口（特別図柄始動口）
　２５　特電役物（特別電動役物）
　２６　大入賞口
　４０　主制御装置（普通図柄数値データ抽出手段、普通図柄当否判定手段、特別図柄数
値データ抽出手段、特別図柄当否判定手段、大当り図柄決定手段、大当り遊技制御手段、
開放延長遊技の設定手段、制限手段）
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